
こころあっぷ指導者について

©SHIN-ICHI ISHIKAWA 1

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
最新の情報は巻末の公式Webページをご参照ください。

2024年6月

一般社団法人 青少年のための心理療法研究所

（JICAP：Japan Institute for Child and Adolescent Psychotherapy）



こころあっぷ指導者ができること
⚫ こころあっぷ指導者として登録された人は､学校でこころあっぷタイムが無料で実施できます。

⚫ こころあっぷ指導者になるには・・・・
①研修会に参加して、研修内の活動のすべてを修めること
②研究会費用は15,０００円（テキスト代含む、オンライン参加の場合は別途送料が必要）

⚫ 指導者になってからの、実施までの手続きはコチラ

⚫ 過去、タスクフォースに認定された方は、自動的に、「こころあっぷ指導者（ベース）」として登
録されています。

⚫ 登録されているかどうかを確認したい場合は、事務局（kokoro-up-time@jicap.org）までお問い
合わせください。

⚫ まずは、研修を受けて、こころあっぷ指導者になることを目指しましょう。
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https://youtu.be/4nzdYTIpu5I


こころあっぷ指導者になると・・・
⚫ 書類提出のみで､一切の費用がかからずに、こころあっぷタイムを学校で実施できます。

⚫ 「こころあっぷ指導者（ベース）」のライセンスは、今後更新することなく保持できます。

⚫ 学校教育法が定める学校種内で、こころあっぷタイムを実施することができます。

⚫ 子ども用のワークシートが、無料でダウンロードできます。

⚫ こころあっぷタイム事務局やJICAPが主催する研修会情報が得られます。

⚫ 「こころあっぷ指導者（ベース）」のライセンスが取得できたら、次のアドバンス資格の取得を

目指すことができます。
※アドバンス資格では、使用範囲の拡大やガイドブックの配布などの様々なメリットを予定しています。

準備ができ次第、お知らせいたします。

©SHIN-ICHI ISHIKAWA 3



注意！！
⚫ 許諾申請書は年度ごとに提出が必要です。

⚫ 毎年度、開始前に使用許諾申請書およびその他書類を事務局に提出してください。

⚫ 許諾申請を得ずに、過去に入手したPDF等を利用・使用することは禁止されています。

⚫ 学校以外での使用は、アドバンス資格の取得が推奨されます。

⚫ 教育委員会等の包括契約の場合、契約が切れるとライセンス未取得者は実施できません。

⚫ 未取得者が実施するには、教育委員会が包括契約するか、こころあっぷ指導者研修を受講し

正式にライセンスを取得する必要があります。

⚫ 原則、契約等のないライセンス未取得者の実施は認められておりません。
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同志社大学 メンタルヘルス 予防 一般社団法人青少年のための心理療法研究所
こころあっぷタイム事務局 
kokoro-up-time@jicap.org

ご不明な点は下記にお問い合わせください
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